
 

 

令和７年第５回行方市教育委員会定例会 

 

○開催日時  令和７年５月 26日(月) 午前８時 58分～午前 10時 10分 

 

○開催場所  行方市役所 北浦庁舎２階 第２会議室 

 

○出席委員    教育長        柏葉 伸一郎 

         教育長職務代理者   大﨑 あい子 

         委 員        明石 延之 

         委 員        久米 雅文 

         委 員        小野口 和章 

 

○事務局出席者  教育部長           大野 秀喜 

学校教育課長         森作 保繁 

生涯学習課長         大場 正浩 

         スポーツ推進室長       鈴木 喜政 

         学校教育課指導主事      浅野 孝志 

         学校教育課課長補佐      六笠 優子 

 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

 

【日程第２】 

公 開 報告第５号 専決処分の承認を求めることについて 

       (行方市国際教育推進委員会委員の委嘱について)                   （学校教育課） 

報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

       (行方市国際教育推進委員会委員の委嘱について)          （学校教育課） 

 

 

【日程第３】 

公 開 議案第 23号 財産の取得(市議会提出議案)に同意することについて        （学校教育課） 

 



公 開 議案第 24号 行方市文化財保護条例の一部を改正する条例(市議会提出議案)に同意すること

について                                                （生涯学習課） 

          議案第 25号 行方市スポーツ推進審議会委員の委嘱について              （学校教育課） 

 

 

【日程第４】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

非公開 報告番号１ 不登校児童生徒について                    （指導室） 

非公開 報告番号２ いじめについて                        （指導室） 

公 開 報告番号３ 教育委員会重点事業年間管理表について             （指導室） 

（学校教育課） 

（生涯学習課） 

（スポーツ推進室） 

公 開 報告番号４ その他 

 

 

【日程第５】 その他 

(1) 次回教育委員会定例会の開催について 

(2) その他 

 



○議 事 録 

 

開 会 

  教育長から開会の宣言がなされました。 

 

 

【日程第１】 議事録署名委員の指名 

 

（教育長） 行方市教育委員会会議規則第 14条第２項の規定により，議事録署名委員に小野口委員を

指名します。 

 

 

【日程第２】 

 

≪公 開≫ 

報告第５号 専決処分の承認を求めることについて 

(行方市国際教育推進委員会委員の委嘱について) 

 

（事務局） 報告朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 ※報告第５号については，原案のとおり承認されました。 

 

 

報告第６号 専決処分の承認を求めることについて 

       (行方市国際教育推進委員会委員の委嘱について) 

 

（事務局） 報告朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

 ※報告第６号については，原案のとおり承認されました。 

 

 

【日程第３】 

 

≪公 開≫ 

議案第 23号 財産の取得(市議会提出議案)に同意することについて 



 

（事務局） 議案朗読 

 

（学校教育課長） 資料に基づき，議案説明 

 

 ※議案第 23号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第 24号 行方市文化財保護条例の一部を改正する条例(市議会提出議案)に同意することについて 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（生涯学習課長） 資料に基づき，議案説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑委員 

 

大場課長 

提案の中に「民俗芸能、民俗技術」とありますが，具体的にはどのようなものです

か。 

霞ケ浦帆引き網漁について，市として文化財を目指すということが記載されており

ます。しかし，茨城県及び国の文化財保護条例にはこの文言は記載されており、現在

の行方市の条例にはその文言が入っていませんので，今回はこの「民俗技術」の方で

該当させ，上位条例と併せて記載するものです。 

 

 ※議案第 24号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

≪公 開≫ 

議案第 25号 行方市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

（事務局） 議案朗読 

 

（生涯学習課長） 資料に基づき，議案説明 

 

 ※議案第 25号については，原案のとおり可決されました。 

 

 

【日程第４】 教育委員会事務委任規則第２条各号以外の報告 

 



≪非公開≫ 

 報告番号１ 不登校児童生徒について 

 

（指導主事） 資料に基づき，報告説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

大﨑委員 

浅野指導主事 

長期欠席者の中で、不登校を判別する基準があれば教えてください。 

長期欠席者数については，主に病気であったり，子ども自身は登校したくても家庭

環境でネグレクトがあったり，なかなか学校にいけない状況にある子どもがカウント

されます。 

不登校の方については，例えばいじめであったり，無気力であったり，生活習慣の

乱れがあったり，友人関係や先生との関係にトラブルがあったりなど，本人に起因す

るところで休みになるものがカウントされます。 

 

 

≪非公開≫ 

 報告番号２ いじめについて 

 

（指導主事） 資料に基づき，報告説明 

 

 

≪公 開≫ 

 報告番号３ 教育委員会重点事業年間管理表について 

 

（指導主事） 資料に基づき，報告説明 

 

 （学校教育課長） 資料に基づき，報告説明 

 

（生涯学習課長） 資料に基づき，報告説明 

 

（スポーツ推進室長） 資料に基づき，報告説明 

 

〇主な発言 

発 言 者 発 言 内 容 

小野口委員 

 

 

学校施設管理費のところで，いろんな修繕が毎年繰り返されているというのが現実

だと思います。特に学校統合に伴って，同時期に建設されたので，十数年も経過して

いる中，各学校からの修繕依頼は，場合によっては大型工事になるような依頼もある



 

森作課長 

 

 

 

 

 

 

 

明石委員 

 

 

森作課長 

 

 

 

 

明石委員 

 

大場課長 

と思いますが，どのようなものが出ていますか。 

10年ぐらい経つと，それぞれの学校の校舎である程度，修繕箇所が増えているとこ

ろです。それぞれの学校から要望が来ておりまして，簡単に直せるものであれば，す

ぐに対応しております。 

特に県の麻生小学校は一度，耐震化工事をしていますが，もう 50 年ぐらい経過し

ている部分ですと，その外壁に一部，亀裂等が出てきている部分があります。各学校

からの要望を踏まえ，できることはすぐやる，難しいものは修繕等で対応する，大き

なものは財政課と協議して大規模改修を行っていくということで進めているところ

でございます。 

ポプラの電話回線が増え，より多くの方にきめ細やかな対応ができる体制が整えら

れたことはいいことだと思います。今後も，必要に応じた対応をお願いしたいと思い

ます。 

改善の工事はかねてから言われており，当初予算の方に計上させていただいたとこ

ろです。また，先月５月の第１木曜日に，なめがたエリアテレビのお昼の生放送で，

栗原センター長に生出演していただき，ポプラの紹介をしていただきました。やはり

こういった施設があると，困っているお子さんや保護者の受け皿として，テレビで PR

をしていただいたというところです。 

 先日，玉造図書館の除籍本の配本を受け取りに行きました。比較的新しい本なども

あったのですが，そこに足を向ける方はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。 

 本の配本機会は，年に２～３回程度実施しております。これまで来場者の人数に，

平日と土日の差はございませんでした。ただ，こういったものがあると，先に来る方

はいますので，当日の朝は比較的，人が集まるのかなと考えております。それ以外に，

公民館のロビーにもある程度除籍本を置いてあり，なくなれば図書館で保管してる本

を定期的に補充をしている状況ですので，そちらの方もご利用をお願いしたいと思っ

ております。 

 

≪公 開≫ 

 報告番号４ その他 

 

 

【日程第５】 その他 

 

≪公 開≫ 

 (1) 次回教育委員会定例会の開催について 

 

（事務局） 次回教育委員会定例会及び総合教育会議の日程について説明 

 

（教育長） 次回定例会及び総合教育会議については，６月 25日に開催することとします。 

 



 

≪公 開≫ 

(2) その他 

 

（事務局） 行方市立中学校体育祭の日程について説明 

 

 

閉 会 

教育長から閉会宣言がなされました。 

 


